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ストックオプション（新株予約権）の発行内容等に関するお知らせ 

 
 
当社は、平成 16 年７月８日開催の当社取締役会において、平成 16 年１月 27 日開催の当社第 21 期定

時株主総会にて承認されました、商法第 280 条ノ 20 及び商法第 280 条ノ 21 の規定に基づき、ストック

オプションとして発行する新株予約権について、具体的な発行内容を下記のとおり決定いたしましたの

でお知らせいたします。 

 

記 

 

１．新株予約権の発行日 

平成 16 年７月８日 

 

２．新株予約権の発行数 

90 個（新株予約権１個につき１株） 

 

３．新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

当社普通株式 90 株 

 

４．新株予約権の発行価額 

無償 

 

５．新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額 

１株当たり 496,316 円 

 

６．新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額 

44,668,440 円 

 

７．新株予約権の権利行使期間 

平成 18 年１月 28 日から平成 23 年１月 27 日まで 

 

８．新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の発行にかかる取締役会において割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という。）

は、当該新株予約権の権利行使時において当社または当社子会社の取締役または従業員地位にあ

ることを要する。 
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②新株予約権者は権利行使時において、当該行使にかかる新株予約権発行の日以降、破産宣告を受

けていないこと並びに当社及び当社子会社の就業規則に基づく減給以上の懲戒処分を受けてい

ないことを要する。 

③新株予約権者が死亡した場合は、下記⑤により締結される契約に従い相続人が新株予約権者の死

亡の日より３年以内（但し、権利行使期間の末日を超えない。）に限り権利を行使することがで

きる。 

④権利の譲渡、質入れは認めない。 

⑤なお、その他の条件については、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者と

の間で締結する契約に定めるものとする。 

 

９．新株予約権の消却事由及び条件  

①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契

約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償

で消却することができる。 

②新株予約権者が権利行使の条件を満たさず新株予約権の全部または一部を行使できなかった場

合には、取締役会決議をもって当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で消却することがで

きる。 

 

10. 新株予約権の行使により発行する新株の発行価額のうち資本に組み入れない額 

   １株当たり 248,158 円 

 

11. 新株予約権の譲渡制限  

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 

 

12. 新株予約権の割当を受ける者 

当社の従業員 36 名及び当社子会社の従業員１名 

合計 37 名 

 

 

 

（ご参考） 

定時株主総会付議のための取締役会決議日   平成 16 年１月６日 

定時株主総会の決議日            平成 16 年１月 27 日 

 

 

以 上 

 


